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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年５月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１１月４日 １１時２０分ごろ 

発生場所 広島県福山市矢
や

ノ
の

島北方沖 

 阿伏
あ ぶ

兎
と

灯台から真方位３１１°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.４′ 東経１３３°２０.２′） 

事故の概要  プレジャーヨットAMAGIRI
ア マ ギ リ

は、東進中、また、プレジャーボート

F K B
エフケービー

号は、西進中、FKB 号が右転して AMAGIRI に衝突した。 

FKB 号は、同乗者１人が負傷し、船首部外板の亀裂等を生じ、ま

た、AMAGIRI は、右舷中央部外板の破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーヨット AMAGIRI、８.５トン 

   ２６０－４１６１６香川、個人所有 

９.７８ｍ（Lr）×３.５４ｍ×１.８５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３０.２kＷ、平成１３年１月 

Ｂ プレジャーボート FKB 号、５トン未満 

   ２９１－３３９１０広島、個人所有 

７.４９ｍ（Lr）×２.５２ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、８８.３kＷ、平成６年１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１１月４日 

免許証交付日 令和元年８月１日 

           （令和６年１１月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年９月１９日 

免許証交付日 平成２７年７月２１日 

           （令和２年７月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 
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 損傷 Ａ 右舷中央部外板に破損及び擦過傷、右舷中央部のスタンションに

曲損 

Ｂ 船首部外板に亀裂、右舷船首部外板に擦過傷、主機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約２.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人３人を乗せ、クルージング

の目的で、香川県三豊
み と よ

市所在のマリーナを出航し、愛媛県上島
かみじま

町弓削
ゆ げ

島で１泊した後、福山市田
た

島所在のマリーナ（以下「本件マリーナ」

という。）に寄航し、令和元年１１月４日１１時１５分ごろ帰途につ

いた。 

Ａ船は、メインセールを張り、主機を併用する機帆走状態とし、船

長Ａが、コックピットで立って操船に当たり、同乗者３人のうち、２

人がコックピット左舷側にある座席に、もう１人が左舷側通路にいず

れも腰を掛けて前方を向き、約４ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）とし、手動操舵により北進した。 

船長Ａは、矢ノ島の北西方１５０ｍ付近で、右転して船首を東方に

向けた頃、船首方４００～５００ｍ付近に、田島の馬場
ば ば

埼北東方沖で

左転し、水路の左側端に寄って船首を西方に向けたＢ船を視認し、そ

の後、Ａ船の右舷側を約２０ｍ隔てて、右舷対右舷で行き会う状態と

なって航行してくるのを認めた。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船もＡ船の存在に気付いており、このまま右

舷対右舷で通過できると思い、同じ針路及び速力のまま航行を続け

た。 

Ａ船は、Ｂ船がＡ船の右舷船首方約５０ｍに接近した頃、船長Ａ

が、右転して針路を変えたＢ船を認め、その後左舵を取ったものの、

１１時２０分ごろＡ船の右舷中央部とＢ船の右舷船首部とが衝突し

た。（図１参照） 
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図１ Ａ船の右舷中央部とＢ船の右舷船首部とが衝突した時の様子 

   （イメージ） 

 

船長Ａは、Ａ船を停止させた後、Ａ船の右舷側通路に仰向けで倒れ

ているＢ船の同乗者１人（以下「同乗者Ｂ」という。）を認めた。（図

２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ｂ船から投げ出されてＡ船の右舷側通路で倒れている 

同乗者Ｂ（イメージ） 

 

船長Ａは、同乗者Ｂに意識があったものの、動けない状態であった

ので、船長Ｂからの依頼を受け、本件マリーナに同乗者Ｂを運んで救

急車に引き渡すこととした。 

船長Ａは、本件マリーナに到着後、本件マリーナの従業員に救急車

の要請を依頼するとともに、自らは携帯電話で海上保安庁に本事故の

Ａ船 

Ｂ船 

Ｂ
船
の
同
乗
者 

同
乗
者
Ｂ 

Ａ
船 

右舷中央部の損傷 

船長Ａ 

Ａ船の同乗者 
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発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂほか友人２人を乗せ、

釣りの目的で、０６時００分ごろ福山市横
よこ

島所在のマリーナを出航

し、三豊市三
み

埼周辺及び岡山県笠岡
かさおか

市真
ま

鍋
なべ

島北西方沖の釣り場で釣り

を行った後、１０時３０分ごろ福山市内海大橋付近の釣り場に向けて

出発した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室右舷側にある操縦席に腰を掛けて操船に

当たり、同乗者３人のうち、１人が操舵室奥のキャビンの中で横にな

り、同乗者Ｂが操舵室のすぐ後ろの後部甲板右舷側で立ち、もう１人

が後部甲板左舷後部の座席に腰を掛け、約３０km/hの速力とし、手動

操舵により航行した。 

Ｂ船は、阿伏
あ ぶ

兎
と

瀬戸を通航した後に馬場埼北東方沖で左転し、針路

を内海大橋に向けて西進した。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 針路を内海大橋に向けて航行中のＢ船（イメージ） 

 

Ｂ船は、船長Ｂが、釣り場付近の他船の状況を確かめようと思い、

遠方の内海大橋付近の釣り場の方を見ながら航行中、電子タバコに手

が触れて足元に落ちたので、右手で舵輪を握ったまま左手を伸ばして

電子タバコを拾い、顔を上げて前方を見たところ、Ａ船の船体を認め

たが、どうすることもできず、１１時２０分ごろＡ船に衝突した。 

同乗者Ｂは、衝突の弾みでＡ船の右舷側通路に投げ出されて仰向け

に倒れ込み、頭部及び臀
でん

部を打った。 

船長Ｂは、主機を停止とし、Ｂ船の同乗者のことが気になって後部

甲板を見たところ、同乗者Ｂの姿が見えず、その後、同乗者ＢがＡ船

の右舷側通路で横になった状態で、けがをしている様子であることを

確認し、船長Ａに救急車の手配等を依頼した。 

Ｂ船は、衝突の衝撃で主機の排気管が外れて機関室に浸水し、エン

ジンが始動できなくなり、船長Ｂが携帯電話で海上保安庁に本事故の

発生を通報し、その後、矢ノ島に流れ着いた。 

同乗者Ｂは、Ａ船によって本件マリーナに運ばれた後、救急車で福

山市内の病院に搬送され、その後別の病院に転院し、右臀部挫創、右

大腿
たい

皮下異物及び頭部割創と診断された。 

内海大橋 

同乗者Ｂ 

船長Ｂ 

もう１人の同乗者 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ヨットレースのスタート時の合図用として数本の簡易式

エアホーンをＡ船に積んでいたが、これまで音響による信号を行う手

段として同エアホーンを使う機会がなかったので、ふだんからコック

ピット奥のキャビンの中に置いていた。 

船長Ａは、簡易式エアホーンを操船場所から手の届くところに置い

た上で、水路の左側端に寄って航行するＢ船を認めた際、Ｂ船の操船

意図を確かめる意味で、音響信号として使用していればよかったと本

事故後に思った。 

 船長Ｂは、電子タバコを拾おうとする前、遠方の内海大橋付近の釣

り場の状況を見ていたので、Ａ船が視野に入らなかったのではないか

と本事故後に思った。 

船長Ｂは、足元に落とした電子タバコを拾おうとして、舵輪が右方

に回ってしまい、右転してＡ船に向かう針路となったのではないかと

本事故後に思った。 

船長Ｂは、Ａ船の存在に気付いていたら、Ａ船とすれ違うまで電子

タバコを拾っていなかったと本事故後に思った。 

同乗者Ｂは、本事故時、右手で手すりを持って立ち、左舷方及び船

尾方を見ていたが、ふだんどおり後部甲板の座席に腰を掛けていれば

衝突の衝撃で身体が投げ出されることはなかったと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、矢ノ島北方沖を東進中、船長Ａが、右舷対右舷で行き会う

状態となって水路の左側端に寄って航行をしてくるＢ船を認めた際、

Ｂ船もＡ船の存在に気付いており、このまま右舷対右舷で通過できる

と思い、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、約５０ｍに接

近したＢ船が急に右転し、左舵を取って衝突を回避しようとしたもの

の、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船は、ふだんから簡易式のエアホーンをコックピット奥のキャビ

ンの中に置いていたことから、船長Ａが水路の左側端に寄って航行す

るＢ船を認めた際、同エアホーンを使用することができなかったもの

と考えられる。 

Ｂ船は、矢ノ島北方沖を西進中、船長Ｂが、遠方の内海大橋付近の

釣り場の状況を確認することに意識を向け、Ａ船の存在に気付かずに

航行し、また、足元に落とした電子タバコを拾おうとして、右手で舵

輪を握ったまま左手を伸ばした際、舵輪が右方に回り、右転してＡ船

に向かう針路となったことから、Ａ船に衝突したものと考えられる。 
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原因 本事故は、矢ノ島北方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が西進中、

船長Ｂが、遠方の内海大橋付近の釣り場の状況を確認することに意識

を向け、Ａ船の存在に気付かずに航行し、また、足元に落とした電子

タバコを拾おうとして、右手で舵輪を握ったまま左手を伸ばした際、

舵輪が右方に回り、Ｂ船が急に右転したため、Ａ船に衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・航行中に物を落としたときは、周囲の安全を確かめてから拾うこ

と。 

・航行中は、手すりを持っていても不意な衝撃などで身体が投げ出

されることがあるので、できる限り座席等に腰を掛けておくこ

と。 

 ・船長は、いつでも使用できるよう、簡易式のエアホーンは操船場

所から手の届くところに置いておくこと。 

 

 



 

 

Ａ船 

      付図１ 事故発生経過概略図 
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Ａ船 

阿伏兎灯台 

香川県 

事故発生場所 

（令和元年１１月４日 

 １１時２０分ごろ発生） 

Ｂ船 

福山市 

田 島 

矢ノ島 

岡山県 

広島県 

福山市 尾道市 

笠岡市 

内
海
大
橋 

本
件
マ
リ
ー
ナ 

阿
伏
兎
瀬
戸 

馬場埼 


